
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

規　
　
　

則

〇
調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
健
康
推
進
課
）　
　

一

〇
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　
　

五

規　
　
　

則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
一
号

　
　
　

調
理
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

調
理
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
厚
生
労
働
大
臣
又
は
」
を
削
り
、「
養
成
施
設
の
設
立
者
」
を
「
法
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
調
理
師
養
成
施
設
又
は
知
事
か
ら
指
定
を
受
け
た
調
理
師
養
成
施
設
（
以
下
「
指
定
養
成
施
設
」

と
い
う
。）
の
設
立
者
」
に
、「
養
成
施
設
を
」
を
「
指
定
養
成
施
設
を
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
中
「
様
式
第
六
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
六
条
中
「
様
式
第
五
号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
五
条
中
「
様
式
第
四
号
」
を
「
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

　

第
四
条
中
「
様
式
第
一
号
」
を
「
様
式
第
六
号
」
に
、
同
条
第
二
号
中
「
様
式
第
二
号
」
を
「
様
式
第
七
号
」
に
、

同
条
第
三
号
中
「
様
式
第
三
号
」
を
「
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

　

第
三
条
を
第
七
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

　

（
指
定
養
成
施
設
の
申
請
手
続
）

第 

三
条　

法
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
養
成
施
設
の
指
定
を
申
請
す
る
と
き
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

　

（
指
定
養
成
施
設
の
内
容
変
更
手
続
）

第 

四
条　

政
令
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
養
成
施
設
の
内
容
変
更
の
承
認
を
申
請
す
る
と
き
は
、
様
式
第
二
号

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
養
成
施
設
の
入
所
及
び
卒
業
の
届
出
手
続
）

第 

五
条　

政
令
第
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
指
定
養
成
施
設
の
入
所
者
の
数
及
び
卒
業
者
の
数
を
届
け
出
る
と
き
は
、

様
式
第
三
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
養
成
施
設
の
名
称
等
の
変
更
等
の
届
出
手
続
）

第 

六
条　

政
令
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
指
定
養
成
施
設
の
変
更
を
届
け
出
る
と
き
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

２ 　

政
令
第
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
指
定
養
成
施
設
の
廃
止
を
届
け
出
る
と
き
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

　

様
式
第
六
号
中
「様

式
第
６
号

（第
７
条
関
係

）」
を
「様

式
第
11号

（第
11条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
十
一
号
と
す
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「様

式
第
５
号

（第
６
条
関
係

）」
を
「様

式
第
10号

（第
10条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
十
号
と
す
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「様

式
第
４
号

（第
５
条
関
係

）」
を
「様

式
第
９
号

（第
９
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
１

⑵
中
「住

民
票
の
写
し

（本
籍

（日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
，
国
籍
等

）を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。

）。

た
だ
し
，
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

（昭
和
26年
政
令
第
319号

）第
19条
の
３
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
，

旅
券
そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

」
を
「変

更
事
項
が
確
認
で
き
る
戸
籍
抄

（謄

）本
等

」
に
改
め
、
同
様

式
を
様
式
第
九
号
と
す
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「様

式
第
３
号

（第
４
条
関
係

）」
を
「様

式
第
８
号

（第
８
条
関
係

）」
に
改
め
、「す

る
も
の
に

」

の
下
に
「必

ず

」
を
加
え
、「飲

食
店
組
合
長
等

」
を
「飲

食
店
組
合
長
，
同
業
者
等

」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
２
中
「食

品

」
を
「食

事

」
に
、「供

与

」
を
「供

給

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
八
号
と
す
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「様

式
第
２
号

（第
４
条
関
係

）」
を
「様

式
第
７
号

（第
８
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「様

式
第
１
号

（第
４
条
関
係

）」
を
「様

式
第
６
号

（第
８
条
関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
六
号
と
し
、
附
則
の
次
に
次
の
五
様
式
を
加
え
る
。
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様
式
第
1
号
（
第
３
条
関
係
）

調
理
師
養
成
施
設
指
定
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
立
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は
，
名
称
，
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
印
　

　
調
理
師
法
第
３
条
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
調
理
師
養
成
施
設
の
指
定
を
受
け
た
い
の
で
，
調
理
師
法
施
行
規
則
第

５
条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
調
理
師
養
成
施
設
の
名
称
，
所
在
地
及
び
設
立
予
定
年
月
日

名
称

所
在

地
〒　
電
話
：

設
立
予
定
年
月
日
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

２
　
設
立
者
の
住
所
及
び
氏
名

住
所
及
び
氏
名

（
法
人
又
は
団
体
に

あ
っ
て
は
，
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

及
び
名
称
）

住
所
（
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
）

氏
名
（
法
人
又
は
団
体

の
名
称
）

（
法
人
又
は
団
体

の
場
合
の
み
）

代
表
者
の
住
所

代
表
者
の
氏
名

３
　
調
理
師
養
成
施
設
の
長
の
住
所
及
び
氏
名

住
所

氏
名

４
　
教
員
の
氏
名
，
担
当
科
目
及
び
専
任
又
は
兼
任
の
別

５
　
教
科
課
程
ご
と
の
生
徒
の
定
員
及
び
同
時
に
授
業
を
行
う
生
徒
の
数
（
学
級
数
を
含
む
）

６
　
入
所
資
格

７
　
入
所
の
時
期

８
 　
修
業
期
間
，
教
科
課
程
及
び
教
育
内
容
ご
と
の
実
習
を
含
む
総
授
業
時
間
数
（
専
修
学
校
（
専
門
・
高
等
・
一

般
）
課
程
，
各
種
学
校
，
高
等
学
校
，
短
大
別
，
昼
・
夜
間
部
別
）

９
　
施
設
の
各
室
の
用
途
及
び
面
積
並
び
に
建
物
の
配
置
図
及
び
平
面
図

10　
設
備
の
状
況

11　
実
習
施
設
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
飲
食
店
等
の
名
称
及
び
所
在
地

12　
設
立
者
の
資
産
状
況
及
び
調
理
師
養
成
施
設
の
経
営
方
法

13　
指
定
後
２
年
間
の
財
政
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
収
支
予
算

備
考
　
１
　
こ
の
申
請
書
に
，
以
下
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
　
⑴
　
設
立
者
の
履
歴
書
（
法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は
，
定
款
，
寄
附
行
為
，
条
例
等
）

　
　
⑵
　
調
理
師
養
成
施
設
の
長
の
履
歴
書

　
　
⑶
　
専
任
教
員
の
履
歴
書

　
　
⑷
　
兼
任
教
員
の
履
歴
書

　
　
⑸
 　
養
成
施
設
設
立
に
要
す
る
施
設
費
・
設
備
費
の
財
源
調
書
（
財
源
の
内
訳
が
確
認
で
き
る
書
類
等
の
写
し

を
添
付
す
る
こ
と
）

　
　
⑹
　
実
習
を
承
諾
す
る
旨
の
営
業
者
の
承
諾
書

　
　
⑺
　
学
則

　
２
　
こ
の
申
請
書
は
，
調
理
師
養
成
施
設
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
日
の
４
か
月
前
ま
で
提
出
す
る
こ
と
。
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様
式
第
2
号
（
第
４
条
関
係
）

指
定
養
成
施
設
の
内
容
変
更
承
認
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
立
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は
，
名
称
，
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
印
　

　
指
定
養
成
施
設
の
内
容
変
更
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
調
理
師
法
施
行
令
第
１
条
の
２
及
び
調
理
師
法
施
行
規
則

第
８
条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
指
定
養
成
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在

地
〒　
電
話
：

２
　
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
項
又
は
事
由

変
更
の
事
項

（
該
当
す
る
番
号
に

○
を
付
け
る
こ
と
）

⑴
　
教
科
課
程
ご
と
の
生
徒
の
定
員

⑵
　
同
時
に
授
業
を
行
う
生
徒
の
数

⑶
　
修
業
期
間

⑷
　
教
科
課
程

変
更

前

変
更

後

３
　
変
更
の
予
定
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

４
　
変
更
の
理
由
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５
　
変
更
後
の
入
所
の
時
期

６
　
変
更
後
の
担
当
科
目
別
教
員
数

　
（
変
更
事
項
⑴
，
⑵
又
は
⑷
の
場
合
）

７
 　
変
更
後
の
教
科
課
程
別
（
専
修
学
校
〈
専
門
・
高
等
・
一
般
〉
課
程
，
各
種
学
校
，
高
等
学
校
，
短
大
別
，
昼
・

夜
間
部
別
、
修
業
期
間
別
）
総
授
業
時
間
数

　
（
変
更
事
項
⑶
又
は
⑷
の
場
合
）

８
　
変
更
後
の
施
設
の
各
室
の
用
途
及
び
面
積
並
び
に
建
物
の
配
置
図
及
び
平
面
図

９
　
変
更
後
の
設
備
の
状
況

10　
変
更
後
２
年
間
の
財
政
計
画
及
び
こ
れ
に
伴
う
収
支
予
算

　
（
変
更
事
項
⑴
又
は
⑵
の
場
合
）

11　
過
去
３
年
間
に
お
け
る
生
徒
の
募
集
状
況

　
（
変
更
事
項
⑴
又
は
⑵
の
場
合
）

備
考
　
１
　
こ
の
申
請
書
に
，
学
則
を
添
付
す
る
こ
と
。

　
２
 　
こ
の
申
請
書
は
，
変
更
し
よ
う
と
す
る
２
か
月
前
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
，
承
認
を
受
け
よ
う
と

す
る
事
項
又
は
事
由
が
「
教
科
課
程
ご
と
の
生
徒
の
定
員
」
の
場
合
は
，
変
更
し
よ
う
と
す
る
４
か
月
前
ま
で

に
提
出
す
る
こ
と
。



様
式
第
3
号
（
第
５
条
関
係
）

指
定
養
成
施
設
の
入
所
及
び
卒
業
者
数
届
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
立
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は
，
名
称
，
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
印
　

　
指
定
養
成
施
設
の
入
所
者
及
び
卒
業
者
の
数
を
調
理
師
法
施
行
令
第
１
条
の
３
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
届

け
出
ま
す
。

記

入
所
者
の
数
及
び
卒
業
者
の
数
に
関
す
る
事
項

名
称

所
在

地
〒　
電
話
：

入
所
者
の
数

卒
業
者
の
数

備
考
　
１
　
生
徒
を
募
集
し
な
か
っ
た
と
き
は
，
入
所
者
の
数
の
欄
に
そ
の
理
由
を
付
す
こ
と
。

　
２
　
こ
の
届
出
書
は
，
毎
年
４
月
30日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

様
式
第
4
号
（
第
６
条
関
係
）

指
定
養
成
施
設
の
名
称
等
変
更
届
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
立
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は
，
名
称
，
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
印
　

　
指
定
養
成
施
設
の
名
称
等
の
変
更
が
あ
っ
た
の
で
調
理
師
法
施
行
令
第
１
条
の
４
及
び
調
理
師
法
施
行
規
則
第
９

条
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
変
更
が
あ
っ
た
事
項

変
更
の
事
項

（
該
当
す
る
番
号
に

○
を
付
け
る
こ
と
）

⑴
　
調
理
師
養
成
施
設
の
名
称
又
は
所
在
地

⑵
 　
設
立
者
の
住
所
又
は
氏
名
（
法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は
，
名
称
又
は
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
）

変
更

前

変
更

後

２
　
変
更
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

３
　
変
更
の
理
由

備
考
　
１
 　
設
立
者
が
変
更
（
死
亡
又
は
交
代
，
法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は
解
散
）
し
た
場
合
に
は
，
指
定
養
成
施
設

は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
，
指
定
養
成
施
設
の
長
又
は
そ
の
他
事
務
の
責
任
者
は
，
速
や
か
に
指
定
養

成
施
設
の
廃
止
届
出
書
（
様
式
第
５
号
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

　
２
　
こ
の
届
出
書
は
，
指
定
養
成
施
設
の
名
称
等
の
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
速
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
。
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附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
調
理
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
改
正
後
の
調
理
師
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
二
号

　
　
　

栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

栄
養
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
宮
城
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
二
号
備
考
１
⑵
中
「住

民
票
の
写
し

（本
籍

（日
本
国
籍
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
，
国
籍
等

）を
記
載

し
た
も
の
に
限
る
。

）。た
だ
し
，
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
19条
の
３
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
，
旅
券

そ
の
他
の
身
分
を
証
す
る
書
類
の
写
し

」
を
「変

更
事
項
が
確
認
で
き
る
戸
籍
抄

（謄

）本
等

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２ 　

改
正
前
の
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

分
の
間
、
改
正
後
の
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

様
式
第
5
号
（
第
６
条
関
係
）

指
定
養
成
施
設
の
廃
止
届
出
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
設
立
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 （
法
人
又
は
団
体
に
あ
っ
て
は
，
名
称
，
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 
印
　

　
指
定
養
成
施
設
を
廃
止
し
た
の
で
調
理
師
法
施
行
令
第
１
条
の
４
及
び
調
理
師
法
施
行
規
則
第
９
条
の
規
定
に
よ

り
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。

記

１
　
廃
止
し
た
指
定
養
成
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在

地
〒　
電
話
：

２
　
廃
止
の
理
由

３
　
廃
止
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

４
　
在
所
中
の
生
徒
の
処
置

備
考
　
こ
の
届
出
書
は
，
指
定
養
成
施
設
を
廃
止
し
た
と
き
に
速
や
か
に
提
出
す
る
こ
と
。
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